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～　お問い合わせ先一覧　～
□ 板橋区
    まちづくり推進室（発行）
　 まちづくり調整課 ⇒ 再開発事業［②③］、補助第26号線沿道のまちづくり促進［④］、
　　　　　　　　　　　　　 不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）［⑤］、地区計画［⑨⑩］など
    鉄道立体化推進課 ⇒・駅前広場整備事業［⑥］、連続立体交差事業［⑦］、
　 　　　　　　　　　　鉄道付属街路事業［⑧］など　
　 　　　　　　　　　・用地取得に関すること（駅前広場、鉄道付属街路）

□ 補助第26号線に関すること［①］
　 東京都 第二市街地整備事務所 事業課 まちづくり推進担当 

（住所）板橋区板橋二丁目６６ー１ 北館5階
（電話）03-3579-2449
（FAX）03-3579-5437（まちづくり推進室共通）

（電話）03-3579-2587
（電話）03-3579-2347

（住所）中野区中野一丁目２－５
（電話）03-5389-5159

□ 補助第26号線と沿道まちづくり相談窓口
  （補助第26号線にかかる方々の生活再建、沿道における共同化などに関するご相談）

（住所）板橋区大山町１－９ グリーンマーチ大山
（電話）0120-529-599（フリーダイヤル）
　　　  03-5917-5051
（FAX）03-5917-5052

□ 大山町クロスポイント周辺地区［③］
　 市街地再開発組合  事務局

（住所）板橋区大山町３１－１０ 大山ビル
（電話）03-5926-5586
（電話）03-5926-5718

□ 大山町ピッコロ・スクエア周辺地区［②］
　 市街地再開発組合  事務局

（住所）板橋区大山金井町５６－９ TMビル３階
（電話）03-5926-7490
（FAX）03-5926-7493

営業日時︓毎週火曜日から土曜日（祝祭日・年末年始を除く）
　　　　　午前 10 時から午後６時

　大山駅周辺では、特定整備路線整備事業、市街地再開発事業、駅前広場整備事業、東武東上本
線の連続立体交差事業など、様々なまちづくりが進められております。
　今後も大山駅周辺のまちのにぎわいや住環境の保全、乗り換え利便性や防災性の向上をめざし
て、まちづくりに取り組んでまいります。

出典：東京都HP「特定整備路線の整備について」

特定整備路線を整備するこ
とで、市街地の延焼を遮断
し、避難路や緊急車両の通
行路となるなど、整備地域の
防災性の向上を図ります。

出典：国土交通省HP「連続立体交差事業」

出典：国土交通省HP「市街地整備制度の概要（市街地再開発事業）」

都市再開発法に基づき敷
地の共同化を伴う建物の更
新整備による高度利用と公
共施設の整備を一体的に
行う事業です。

公益的施設

の立地

良好な都市型

住宅の供給

駅前広場、

幹線道路、

公園整備

快適な

歩行者空間

の創出

市街地再開発事業

の実施

課題を解決する手法

▼木密地域に
　おける火災延焼

▼木密地域における
　狭あいな道路整備後整備前

整備前

特定整備路線（対象事業︓①）A

連続立体交差事業（対象事業︓⑦）B

市街地再開発事業（対象事業︓②③）C

鉄道を連続的に高架化・地
下化することで複数の踏切
を一挙に除却し、交通の円
滑化と、都市の活性化を推
進しています。

整備後

土地が有効利用

されていない

低未利用地の

点在

駅前空間が未整備

道路、公園等が

未整備
老朽化した木造

狭小建築物が密集

大山駅

東京都
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一中学校
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・ 土地利用の細分化

・ 老朽化した

　 木造建築物の密集

・ 狭あい道路や行き止まり道路の

　 集積による避難、

　 消火・救援活動への支障

・ 商店街分断による人流の妨げ

・ 鉄道による市街地分断

・ 踏切部分の混雑や危険性
A

C

B

大山駅周辺のまちの課題

大山駅周辺地区
まちづくりのお知らせ

A東京都HP
　「特定整備路線の整備について」参照
　「大山まちづくり総合計画」参照
B板橋区HP
　「大山まちづくり総合計画」参照
c国土交通省HP
　「市街地再開発事業」参照
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⑩

⑨大山駅西地区地区計画
【目　標】
・延焼遮断帯の整備や良好な景観

の形成、市街地 の安全性の向上、
住環境の維持・改善を推進する
安心・安全なまちづくり

・商店街の連続性によるにぎわい
の維持・向上、人と人とのふれあ
いとつながりを大切にしたまち
づくり

・都市型居住機能の立地を誘導し、
魅力ある市街地の形成を促進す
るまちづくり

・駅前周辺整備等の動きにあわせた
鉄道立体化を見据えたまちづくり

⑦連続立体交差事業
【目　的】高架化により８カ所の踏切が除却され、
　　　　  交通渋滞・踏切待ち・踏切事故が
　　　　 解消されるとともに鉄道により
　　　　  分断されていた地域の一体化を図る

【区　間】大山駅付近 （板橋区板橋二丁目～板橋区仲町）延長約1.6km
【事業者】東京都

建設局 HP

▲

事業
パンフレット

⑤不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）

【目　的】木造の老朽建築物の建替え支援による地区の面的な不燃化の促進
【概　要】・除却助成支援   ・老朽建築物の建替え
　　　　 ・建築士等の専門家派遣支援

【事業者】板橋区

令和７年度終了

補助第 26 号線と
沿道まちづくり相談窓口

④補助第26号線沿道のまちづくり促進
【目　的】補助第26号線沿道の商店街や
　　　　   その周辺地域におけるにぎわい創出の
　　　　　手法の検討・実施への展開
【事業者】板橋区

「地域住民の交流を育み、
地域の居場所を創出する」

をテーマとした
まちづくり実験

（　　　　　　　）R7.10月実施
ハロウィンイベント

塗り絵

キャンディレイ作り

ボディシール

D街区
R6.11完了

A街区
R6.12完了

C街区
R6.3完了

239 戸

18 戸

ー

88 戸

A 街区

B 街区

C 街区

D 街区

住宅、
店舗、
駐車場

住宅、
店舗、
駐車場

住宅、
店舗、
保育園

店舗

地上26階、
地下１階

地上8階

地上4階

地上25階、
地下２階

階数 用途 住戸数

B街区
R6.３完了

➂大山町クロスポイント周辺地区
　第一種市街地再開発事業

【目　的】補助第 26 号線と
　　　　  商店街が交差する
　　　　  場所として、まちの
　　　　  にぎわいや商店街の
             活性化を図る

【事業者】市街地再開発組合
　　　　 （地権者）

247 戸

324 戸A 街区

B 街区

住宅、店舗、
駐車場

住宅、店舗、
駐車場

地上 28 階、
地下１階

地上 28 階、
地下１階

階数 用途 住戸数

➁大山町ピッコロ・スクエア周辺地区
　第一種市街地再開発事業

【目　的】補助第２６号線の西側地域の
　　　　  交流とにぎわいの 拠点の
　　　　   形成を図る

【事業者】市街地再開発組合（地権者）

出典︓大山町ピッコロ・スクエア
周辺地区市街地再開発組合より
資料提供（令和5年9月時点）

①特定整備路線　補助第 26 号線
【目　的】特定整備路線の整備による広幅員の延焼遮断帯形成
【概　要】延長 375ｍ、幅員 20 ～ 23ｍ
【事業者】東京都

⑥駅前広場整備事業（板橋区画街路第9号線）
【目　的】各交通機関への乗り換え利便性の向上
【概　要】大山駅と補助第 26 号線をつなぐ
　　　　　駅前広場の整備

【事業者】板橋区

板橋区 HP

▲

『 駅前広場　
  整備事業 』

《 大山駅周辺のまちづくり事業 》

※令和７年３月時点　・本図で色分けしている各事業は、概ねの位置や区域であり、正確な位置等を示しているものではありません。詳細は、各担当部署にお問い合わせください。　・地図上に表示されている建物の形状、有無等については現状と異なる場合があります。

⑩大山駅東地区地区計画
【目　標】
・交通や生活の利便性の高い複合市街地を活かしたさらなるにぎわいの向上
・商店街の健全なにぎわいと魅力的な街並みの維持・形成
・密集市街地の安全性の向上
・多世代が安全で安心な都市型生活を営むことができる
  『誰もが「来たくなる」「歩きたくなる」「住みたくなる」まち』の実現をめざす

⑧鉄道付属街路事業（側道）
【目　的】地域の利便性の向上、良好な住環境の保全
【概　要】鉄道立体化に伴う側道の整備
【事業者】東京都・板橋区


